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京都市消防水災警防規程の一部を次のように改正する。 

平成２２年９月１０日 

京都市消防局長 三 浦 孝 一 

 

第２条第１号中「暴風雨等」を「暴風等」に改める。 

第１０条の表中 

「                                       

 

 

 

 

                              」

 「 

 

 

  

                                

                              」 

 

本市の市域（以下「市域」という。 ）に大雨及び洪

水に関する気象注意報が発令されたとき。   

市域に大雨，洪水，暴風雨等に関する気象警報（以

下「警報」という。）が発令され，かつ，小規模な水

災が発生した場合において，局本部長が必要と認め

たとき。 

気象庁が本市の市域（以下「市域」という。）に，

大雨又は洪水に関する気象注意報を発表したとき。 

気象庁が市域に大雨，洪水又は暴風に関する気象警報（以

下「警報」という。）を発表し，かつ，小規模な水災

が発生した場合において，局本部長が必要と認めたと

き。 

を 

に改める。 



 第１１条の表水災警戒警防態勢の項中「市域に警報が発令された」を「気象庁が市

域に警報を発表した」に改める。 

第２６条中「場所等へ」を「場所等の」に改め，「消防隊等を派遣し，」を削り，

「及び監視」を「，監視又は指導」に，「行わせる」を「速やかに実施する」に改め

る。 

第２７条中「第１４条」を「第２１条」に，「第３６条」を「第３６条第７項にお

いて準用する同法第２８条第１項」に改める。 

附 則 

この訓令は，平成２２年９月１１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（消防局警防部警防計画課） 


